
議案第６３号 

八幡浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和６年９月２日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

八幡浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例（令和５年条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定中太枠で囲まれた部分を同表の改正後の欄

に掲げる規定中太枠で囲まれた部分に示すように改める。 



改正後 改正前 

  

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

項 執行

機関 

事務 

１ 市長 生活に困窮する外国人に対して生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定める

もの 

２ 市長 八幡浜市子ども医療費助成条例（平成１７年条例第１２１号）によ

る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

３ 市長 八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例（平成１７年条例第１２３

号）による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

４ 市長 八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例（平成１７年条例第１２８

号）による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 市長 八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成に関する条例（令和４年条例

第６号）による不妊治療等に要する費用の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 
 

項 執行

機関 

事務 

１ 市長 生活に困窮する外国人に対して生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定める

もの 

   

 

   

 

   

 

   

 

 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

項 執行

機関 

事務 特定個人情報 

１ 市長 生活に困窮する

外国人に対して

生活保護法に準

じて行う保護の

措置に関する事

務であって規則

で定めるもの 

（略） 

２ 市長 八幡浜市子ども

医療費助成条例

による医療費の

助成に関する事

務であって規則

で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

⑴ 生活保護関係情報 

⑵ 地方税関係情報 

⑶ 生活に困窮する外国人に対する生活保護の

措置に関する情報（以下「外国人生活保護関

係情報という。」） 

項 執行

機関 

事務 特定個人情報 

１ 市長 生活に困窮する

外国人に対して

生活保護法に準

じて行う保護の

措置に関する事

務であって規則

で定めるもの 

（略） 

   

 

 

 

 

 

 



⑷ ひとり親家庭医療費助成関係情報 

⑸ 重度心身障害者医療費助成関係情報 

⑹ 医療保険給付関係情報 

⑺ 住民票関係情報 

３ 市長 八幡浜市ひとり

親家庭医療費助

成条例による医

療費の助成に関

する事務であっ

て規則で定める

もの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

⑴ 生活保護関係情報 

⑵ 地方税関係情報 

⑶ 外国人生活保護関係情報 

⑷ 子ども医療費助成関係情報 

⑸ 重度心身障害者医療費助成関係情報 

⑹ 医療保険給付関係情報 

⑺ 児童扶養手当関係情報 

⑻ 住民票関係情報 

４ 市長 八幡浜市重度心

身障害者医療費

助成条例による

医療費の助成に

関する事務であ

って規則で定め

るもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

⑴ 生活保護関係情報 

⑵ 地方税関係情報 

⑶ 外国人生活保護関係情報 

⑷ 子ども医療費助成関係情報 

⑸ ひとり親家庭医療費助成関係情報 

⑹ 医療保険給付関係情報 

⑺ 障害者関係情報 

⑻ 住民票関係情報 

５ 市長 八幡浜市不妊治

療等に係る費用

の助成に関する

条例による不妊

治療等に要する

費用の助成に関

する事務であっ

て規則で定める

もの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

⑴ 医療保険給付関係情報 

⑵ 住民票関係情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

個人番号を利用する独自利用事務に、健康保険情報の確認事務等を追加する

ことに伴い、所要の改正を行うため。 


